
駿河湾フェリーのチャーター便を活用した旅行商品等造成支援

１ 概 要

駿河湾フェリーを活用した県内周遊の促進を図るため、駿河湾フェリーのチャーター

便を活用する旅行業者等に対し支援金を交付する。

２ 制度概要

区 分 内 容 備 考

対象事業者

・旅行業法の登録を受けている旅行業者

・日本国内に主たる事業所を有する企業及び団体(※）

・日本国内に居住する者(※）

※一般募集の場合は、旅行業者を介すること

対象経費 駿河湾フェリーのチャーター便の利用に係る経費

支援額等

＜停泊船のチャーターの場合＞

定価販売価額：

800千円（税抜）

※消費税は

補助対象外

対象期間 令和９年３月 10 日(水)までに出発する旅行

支援条件

・駿河湾フェリーのチャーター便であること。

・乗船客数が 40 名以上であること。

・午後６時半以降の利用に限る。（停泊船の場合）

事業費 4,000 千円

人数 支援額 負担額

40 名以上 60 名以下 100 千円 700 千円

61 名以上 80 名以下 150 千円 650 千円

81 名以上 99 名以下 200 千円 600 千円

100 名以上 400 千円 400 千円

人数 支援額 負担額

制限なし 100 千円 120 千円



３ 事務手続きフロー
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②申請書進達

③チャーター便仮予約

④交付決定通知(申請日から７営業日程度)

⑤交付決定通知をした旨通知

⑦実績報告(実施日から 10 日以内)

⑧交付確定通知(実績報告日から７営業日日程

①事前協議・申請書提出(実施日の15日前まで)

⑥チャーター便予約確定

⑩支援金の振込み(請求書受理から14日以内)

⑨請求書提出(確定通知から 10 日以内)


